
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年9月28日

【会社名】 株式会社ショーワ

【英訳名】 SHOWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長　杉　山　伸　幸

【本店の所在の場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地1

【電話番号】 (048)554-1151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長　関　口　誠

【最寄りの連絡場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地1

【電話番号】 (048)554-1151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長　関　口　誠

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

臨時報告書

1/2



１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しまし

たので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

2018年9月28日

 

２．当該事象の内容

　(1)和解に至った経緯

　当社及び当社の米国子会社は、一部の自動車用部品に関し不正に競争を制限したとして、2014年6月以降に米国ミ

シガン州東部地区連邦地方裁判所において、複数の集団民事訴訟を提起されていましたが、交渉の長期化が当社及び

当社グループの事業に与える影響等を総合的に勘案した結果、本件を早期かつ友好的に解決することが両当事者の総

合的利益に適うと判断し、この度、一部の原告団との間で和解の合意に至りました。

　なお、本和解については、今後、当該裁判所の承認が必要になります。

 

　(2)和解の相手方

　自動車ディーラー及び自動車最終購入者

 

　(3)和解の金額

　18.5百万米ドル(約20億円)

 

３．当該事象の損益に与える影響

　当該事象の発生により、2019年3月期第2四半期の個別決算では特別損失として、連結決算ではその他の費用として

計上する予定です。

 

以　上
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